
藤田病院は

「一般名処方」をしています。

当院では、後発医薬品（ジェネリック医薬品）の使用促進を図る

とともに、医薬品の安定供給に向けた取り組みなどを行っています。

①処方箋には調剤される医薬品が記載されていますが、一般名（有効成分

の名称）記載して処方することを「一般名処方」といいます。

②厚生労働省が示している記載方法に準じて

【般】+【一般名】+【剤形】+【含量】で記載されます。

※よく似た名称のお薬が多いため薬品の後に（先発品○○）と記載して

いるものもあります。

「一般名処方」とは？

藤田病院

【2025年5月19日】


	スライド 1

